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○

職
業
安
定
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
十
二
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
）

（
法
第
三
十
二
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
）

第
二
条

法
第
三
十
二
条
第
一
号
（
法
第
三
十
二
条
の
六
第
六
項
、
第
三
十
三

第
二
条

法
第
三
十
二
条
第
一
号
（
法
第
三
十
二
条
の
六
第
六
項
、
第
三
十
三

条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め

る
場
合
を
含
む
。
）
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す

（
新
設
）

る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
八
条
、
第
百
九
条
、

第
百
十
条
（
同
法
第
四
十
四
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
十
一
条

（
第
一
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
十
二
条
（
第
一
号
（
同
法
第
三
十
五
条

第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
百
十

三
条
の
規
定



- 2 -

○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
す
る
罪
等
）

（
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
す
る
罪
等
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も

２

法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
四
十
五

（
略
）

一
～
四
十
五

（
略
）

四
十
六

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に

（
新
設
）

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
八
条
に
規
定
す

る
罪
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○

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律

（
法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律

の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
）

の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
十
五
条

法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の

第
二
十
五
条

法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の

規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関

（
新
設
）

す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
十
三
条
（
同
法
第

百
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
十
条
（
同
法
第
四
十
四
条
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
百
十
一
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
十
二
条
（
第
一

号
（
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六
号
か

ら
第
十
一
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定

十
二

（
略
）

十
一

（
略
）

２

法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
第
三
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ

２

法
第
七
十
四
条
の
三
第
三
項
第
三
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ

つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関

（
新
設
）

す
る
法
律
第
百
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
十
条
（
同
法
第
四
十
四
条
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
十
一
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
十

二
条
（
第
一
号
（
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及

び
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に

こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
百
十
三
条
の
規
定

十
二

（
略
）

十
一

（
略
）
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○

行
政
相
談
委
員
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二
百
二
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

行
政
相
談
委
員
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人

行
政
相
談
委
員
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

外
国
人
技
能
実
習
機
構

（
新
設
）
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○

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第

七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
六
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め

（
法
第
六
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め

る
も
の
）

る
も
の
）

第
三
条

法
第
六
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で

第
三
条

法
第
六
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す

（
新
設
）

る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
八
条
、
第
百
九
条
、

第
百
十
条
（
同
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百

十
一
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
十
二
条
（
第
一
号
（
同
法
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係

る
同
法
第
百
十
三
条
の
規
定

十
一

（
略
）

十

（
略
）



- 6 -

○

港
湾
労
働
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
十
三
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
）

（
法
第
十
三
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
）

第
三
条

法
第
十
三
条
第
一
号
（
法
第
十
七
条
第
五
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項

第
三
条

法
第
十
三
条
第
一
号
（
法
第
十
七
条
第
五
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ

つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
十
七
条
、
第

一

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
十
七
条
、
第

百
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
及
び
第
五
十
六
条
に
係
る
部
分
に
限
る

百
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
及
び
第
五
十
六
条
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
、
第
百
十
九
条
（
同
法
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項

。
）
、
第
百
十
九
条
（
同
法
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項

及
び
第
三
十
七
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
百
二
十
条
（
同
法
第

及
び
第
三
十
七
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
百
二
十
条
（
同
法
第

十
八
条
第
七
項
及
び
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
に
係
る
部
分
に

十
八
条
第
七
項
及
び
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
百
二
十
一
条
の

限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
百
二
十
一
条
の

規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び

規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び

派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号

派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号

。
第
十
号
に
お
い
て
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
（
第

。
第
九
号
に
お
い
て
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
（
第

四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

九

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す

（
新
設
）

る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
八
条
、
第
百
九
条
、

第
百
十
条
（
同
法
第
四
十
四
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
十
一
条

（
第
一
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
十
二
条
（
第
一
号
（
同
法
第
三
十
五
条

第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
百
十

三
条
の
規
定

十

（
略
）

九

（
略
）
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○

労
働
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
分
科
会
）

（
分
科
会
）

第
六
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の

第
六
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の

分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

名

称

所

掌

事

務

名

称

所

掌

事

務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

職
業
能
力
開

一

（
略
）

職
業
能
力
開

一

（
略
）

発
分
科
会

二

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六

発
分
科
会

二

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六

十
四
号
）
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及

十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら

び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八

れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限

に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
略
）
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○

船
員
職
業
安
定
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
船
員
職
業
安
定
法
第
五
十
六
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で

（
船
員
職
業
安
定
法
第
五
十
六
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で

あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
）

あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
一
条

船
員
職
業
安
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
第
一
号

第
一
条

船
員
職
業
安
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
第
一
号

の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と

の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関

（
新
設
）

す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
八
条
、
第
百
九
条

、
第
百
十
条
（
同
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

百
十
一
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
十
二
条
（
第
一
号
（
同
法
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六
号
か
ら
第

十
一
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に

係
る
同
法
第
百
十
三
条
の
規
定

十
四

（
略
）

十
三

（
略
）
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○

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
百
十
四
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
四
号
イ
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ

（
法
第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
四
号
イ
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ

っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
）

っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
一
条

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
十
三
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で

う
。
）
第
十
三
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す

（
新
設
）

る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
十
三
条
（
同
法
第
百

八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
十
条
（
同
法
第
四
十
四
条
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
、
第
百
十
一
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
十
二
条
（
第
一
号

（
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六
号
か
ら

第
十
一
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定

２

法
第
十
三
条
第
四
号
イ
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で

２

法
第
十
三
条
第
四
号
イ
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す

（
新
設
）

る
法
律
第
百
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
十
条
（
同
法
第
四
十
四
条
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
十
一
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
十
二

条
（
第
一
号
（
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び

第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
こ

れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
百
十
三
条
の
規
定
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（
法
第
三
十
二
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で

（
法
第
三
十
二
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政
令
で

定
め
る
も
の
）

定
め
る
も
の
）

第
二
条

法
第
三
十
二
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政

第
二
条

法
第
三
十
二
条
第
一
号
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
政

令
で
定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
規

令
で
定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
規

定
及
び
次
に
掲
げ
る
規
定
と
す
る
。

定
及
び
次
に
掲
げ
る
規
定
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）
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○

海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係

）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
五
条

法
第
七
条
第
二
号
ル
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

第
五
条

法
第
七
条
第
二
号
ル
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
～
四
十
五

（
略
）

一
～
四
十
五

（
略
）

四
十
六

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に

（
新
設
）

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
八
条
に
規
定
す

る
罪
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○

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
労
働
基
準
局
の
所
掌
事
務
）

（
労
働
基
準
局
の
所
掌
事
務
）

第
七
条

労
働
基
準
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
条

労
働
基
準
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
四

（
略
）

一
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に

（
新
設
）

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
に
規
定
す
る
労
働
基

準
監
督
官
の
職
権
の
行
使
に
関
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
職
業
安
定
局
の
所
掌
事
務
）

（
職
業
安
定
局
の
所
掌
事
務
）

第
八
条

職
業
安
定
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
条

職
業
安
定
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
、
労
働
者
供
給
事
業
及
び
労
働
者
派
遣
事

三

職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
、
労
働
者
供
給
事
業
及
び
労
働
者
派
遣
事

業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
職
業
能
力
開
発
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

除
く
。
）
。

四
～
十
三

（
略
）

四
～
十
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
職
業
能
力
開
発
局
の
所
掌
事
務
）

（
職
業
能
力
開
発
局
の
所
掌
事
務
）

第
九
条

職
業
能
力
開
発
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
条

職
業
能
力
開
発
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
条

三

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
条

第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
（
第
八
十
八
条
第
一
号
及

第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
（
第
八
十
八
条
第
一
号
及

び
第
八
十
九
条
第
二
号
に
お
い
て
「
事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
」
と
い
う

び
第
八
十
九
条
第
二
号
に
お
い
て
「
事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
」
と
い
う
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。
）
に
よ
る
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
の
促
進
並
び
に
労
働
者
の
自
発

。
）
に
よ
る
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
の
促
進
並
び
に
労
働
者
の
自
発

的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と
（
労
働
基
準
局
の
所
掌

的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
監
督
課
の
所
掌
事
務
）

（
監
督
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
十
二
条

監
督
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
十
二
条

監
督
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す

（
新
設
）

る
法
律
に
規
定
す
る
労
働
基
準
監
督
官
の
職
権
の
行
使
に
関
す
る
こ
と
。

（
需
給
調
整
事
業
課
の
所
掌
事
務
）

（
需
給
調
整
事
業
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
条

需
給
調
整
事
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
十
条

需
給
調
整
事
業
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
、
労
働
者
供
給
事
業
及
び
労
働
者
派
遣
事

一

職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
、
労
働
者
供
給
事
業
及
び
労
働
者
派
遣
事

業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
労
働
者
の
募
集
及
び
港
湾
運
送
の
業
務

業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
港
湾
労
働
者
の
募
集
及
び
港
湾
運
送
の
業
務

に
つ
い
て
行
う
労
働
者
派
遣
事
業
に
係
る
も
の
並
び
に
職
業
能
力
開
発
局

に
つ
い
て
行
う
労
働
者
派
遣
事
業
に
係
る
も
の
並
び
に
企
画
課
の
所
掌
に

及
び
企
画
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
海
外
協
力
課
の
所
掌
事
務
）

（
海
外
協
力
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
条

海
外
協
力
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
十
条

海
外
協
力
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
能
力
開
発
局
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
（
労

一

職
業
能
力
開
発
局
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

働
基
準
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

（
略
）

二

（
略
）


